
第
四
節
　
自
然
災
害
へ
の
対
応
と
上
下
水
道
の
整
備

一
　
風
水
害
に
対
す
る
基
盤
整
備

被
災
し
た
イ
ン
フ

ラ
の
復
旧
対
策

高
度
経
済
成
長
期
ま
で
に
も
数
多
く
の
風
水
害
が
発
生
し
た
経
緯
か
ら
、
県
内
で
は
風
水
害
に
対
す
る
基

盤
整
備
が
進
ん
で
い
た
。
一
方
で
、
都
市
開
発
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
都
市
部
へ
の
被
災
の
集

中
・
拡
大
が
顕
著
と
な
っ
た
。
以
下
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
主
な
風
水
害
と
そ
れ
ら
の
復
旧
対
策
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
な
お
、

各
災
害
の
被
害
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
六
節
「
都
市
化
の
進
展
と
災
害
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
七
月
、
西
日
本
に
停
滞
し
て
い
た
梅
雨
前
線
は
、
台

風
第
七
号
崩
れ
の
低
気
圧
に
刺
激
さ
れ
て
、
七
月
九
日
朝
か
ら
活
発
に
活
動
す
る
よ
う

に
な
り
、
同
日
夜
ま
で
全
国
各
地
に
記
録
的
な
集
中
豪
雨
を
降
ら
せ
た
。
神
戸
、
阪
神

地
域
で
も
集
中
豪
雨
が
発
生
し
、
中
で
も
神
戸
市
は
九
日
午
後
四
時
頃
か
ら
九
時
頃
ま

で
を
中
心
に
雷
を
伴
う
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
、
イ
ン
フ
ラ
施
設
が
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
。
同
市
葺
合
区
（
現
中
央
区
葺
合
町
）
市
ヶ
原
の
世
継
山
斜
面
で
は
約
五
二
〇
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
の
土
地
が
崩
壊
し
、
山
麓
の
集
落
で
多
く
の
人
家
が
土
砂
に
飲
み
込
ま
れ
、

二
一
名
の
人
命
が
失
わ
れ
た
。
同
市
長
田
区
明
泉
寺
地
区
で
も
長
さ
四
〇
メ
ー
ト
ル
、

幅
二
五
メ
ー
ト
ル
、
平
均
深
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
大
規
模
な
土
砂
崩
壊
が
発
生
し
た
。

写真 74　昭和42年7月豪雨水害（神戸市中心部）
（神戸市提供）
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六
甲
山
系
で
は
、
昭
和
十
三
年
阪
神
大
水
害
を
契
機
に
国
直
轄
の
事
業
を
中
心
と
し
た
砂
防
事
業
が
本
格
化
し
、
砂
防
堰え

ん
堤て

い

な
ど
多
く
の
土
砂
災
害
対
策
施
設
の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
四
十
二
年
ま
で
に
国
直
轄
の
砂
防
堰
堤
が
一
七
四
基
整
備
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
豪
雨
で
も
、
昭
和
三
十
二
年
に
完
成
し
た
住
吉
川
流
域
の
五
助
砂
防
堰
堤
で
約
一
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
土
石
流
を

捕
捉
す
る
な
ど
、
砂
防
施
設
の
整
備
効
果
が
発
揮
さ
れ
た
事
例
が
数
多
く
あ
り
、
阪
神
大
水
害
に
比
べ
て
被
害
を
大
き
く
抑
制

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
昭
和
十
三
年
阪
神
大
水
害
で
は
、
巨
石
や
流
木
、
土
砂
な
ど
の
堆
積
物
に
よ
る
被
害
が
広
範
囲
の
市
街

地
に
及
ん
だ
た
め
、
死
者
や
家
屋
被
害
が
多
く
発
生
し
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
が
、
本
豪
雨
時
の
流
出
土
砂
量
は
阪
神
大
水

害
に
比
べ
て
お
お
む
ね
半
減
さ
れ
た
。

　
一
方
、
こ
の
豪
雨
を
素
因
と
し
て
起
こ
っ
た
災
害
は
、
地
域
に
よ
っ
て
様
相
を
異
に
し
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人

身
・
住
宅
被
害
は
都
市
部
に
集
中
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
人
命
に
関
わ
る
被
害
と
住
宅
の
全
壊
が
神
戸
市
に
集
中
し
て
お

り
、
同
様
に
集
中
豪
雨
を
受
け
た
阪
神
間
の
尼
崎
市
に
お
い
て
は
、
対
照
的
に
床
上
・
床
下
浸
水
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
。

　
神
戸
市
の
被
害
は
、
六
甲
山
系
か
ら
瀬
戸
内
海
へ
急
勾
配
の
斜
面
を
な
す
と
い
う
地
形
的
条
件
を
持
っ
て
い
る
た
め
発
生
し

た
も
の
で
あ
り
、
尼
崎
市
の
場
合
は
、
勾
配
緩
慢
な
地
形
に
降
っ
た
急
激
大
量
な
雨
が
中
小
河
川
を
溢い
つ
流り

ゅ
うし
て
低
地
に
浸
水
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
災
害
は
豪
雨
と
い
う
自
然
現
象
（
災
害
の
素
因
）
が
地
形
的
、
地
質
的
条
件
（
自
然
的
誘
因
）
と
結
合
し
て
発

生
す
る
が
、
こ
の
豪
雨
災
害
で
は
、
六
甲
山
中
の
市
ヶ
原
・
天
王
谷
等
の
宅
地
で
の
被
害
が
顕
著
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
住
宅
の

全
壊
・
生
き
埋
め
に
よ
る
死
者
が
、
神
戸
市
の
死
者
六
九
名
の
大
半
を
占
め
て
い
た
。

　
昭
和
四
十
二
年
七
月
、
神
戸
市
は
市
長
を
会
長
と
す
る
「
六
甲
山
系
水
害
対
策
審
議
会
」
を
設
置
し
、
都
市
防
災
的
見
地
か
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ら
治
山
、
砂
防
、
河
川
、
宅
地
に
関
す
る
基
本
方
針
を
制
定
し
た
。
こ
の
豪
雨
災
害
の
特
性
か
ら
み
て
、
流
域
の
大
き
な
河
川

に
加
え
て
、
都
市
部
を
流
下
す
る
中
小
河
川
を
主
体
と
し
た
「
都
市
河
川
」
に
対
す
る
対
策
の
重
要
性
と
い
う
新
た
な
認
識
が

芽
生
え
た
。
こ
れ
は
、
個
別
の
対
策
だ
け
で
な
く
、
都
市
開
発
と
防
災
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
一
体
化
し
た
「
都
市
防
災
」
の
立
場

か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
被
災
市
民
の
側
か
ら
み
る
と
、
被
災
地
域
の
復
旧
と
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
す
「
都
市
防
災
」
の
た
め
の
早
期
の
完
全
改
修
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
①
都
市
河
川
予
算
項
目
の
特
別
計
上
と
予
算
枠
の
拡
大
、
②
二
級
河
川
区
域
の
延
伸
、
砂
防
指
定
区
間
の
拡
大
及

び
河
川
種
別
の
格
上
げ
、
③
建
設
省
直
接
施
工
方
式
の
復
活
、
に
よ
っ
て
早
期
改
修
の
実
を
図
っ
た
。
ま
た
、
次
の
方
針
の
も

と
、
総
合
的
な
対
策
が
進
め
ら
れ
た
。
①
治
山
関
係
：
予
防
治
山
的
な
見
地
に
よ
る
対
策
、
②
砂
防
関
係
：
防
災
的
な
砂
防
ダ

ム
（
流
出
土
砂
調
節
を
目
的
と
し
た
も
の
）
並
び
に
そ
の
他
必
要
な
砂
防
施
設
の
増
設
を
考
慮

し
た
「
都
市
防
災
」
の
見
地
に
よ
る
対
策
、
③
河
川
関
係
で
は
未
改
修
中
小
河
川
の
早
期
改

修
と
河
川
横
断
施
設
の
再
検
討
を
重
点
と
し
た
対
策
、
④
宅
地
開
発
と
保
全
に
つ
い
て
の
行

政
指
導
の
強
化
と
助
成
、
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
二
年
災
害
で
の
被
災
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
表
六
甲
河
川
流
域
で
あ
っ
た
。

表
六
甲
の
山
地
部
は
、
風
化
の
進
ん
だ
花
崗
岩
や
六
甲
山
系
を
縦
断
す
る
多
数
の
断
層
の
た

め
、
脆
弱
な
地
層
・
地
質
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
地
形
も
急
峻
で
山
あ
い
ま
で
市
街
化
が
進

ん
で
い
た
。
こ
の
た
め
、
常
に
土
砂
災
害
、
水
災
害
と
隣
り
合
わ
せ
と
い
っ
た
危
険
を
内
蔵

し
て
い
る
地
域
で
、
古
来
よ
り
幾
多
の
災
害
に
遭
遇
し
て
い
る
。

写真 75　昭和 42 年 7 月豪雨水害の六甲山系
治山工事（神戸市灘区大石町長峰山）
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治
水
対
策
の
歴
史
と
し
て
、
表
六
甲
河
川
で
の
本
格
的
な
事
業
は
、
昭
和
十
三
年
豪
雨
災
害
に
よ
り
大
き
な
被
害
が
発
生
し

た
二
五
河
川
（
夙
川
、
芦
屋
川
、
住
吉
川
、
生
田
川
等
）
は
直
轄
施
行
と
な
り
、
昭
和
二
十
五
年
ま
で
国
が
改
修
工
事
を
進
め
、

二
十
六
年
以
降
は
、
県
に
よ
る
中
小
河
川
改
修
工
事
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
二
年
の
全
国
的
な
都

市
河
川
災
害
を
契
機
に
四
十
五
年
に
設
け
ら
れ
た
「
都
市
小
河
川
改
修
費
補
助
制
度
」
に
よ
り
、
天
神
川
を
は
じ
め
六
河
川
の

改
修
に
着
手
し
、
五
十
八
年
に
苅
藻
川
を
、
翌
五
十
九
年
に
新
田
川
の
改
修
を
完
了
さ
せ
た
。
ま
た
、
最
明
寺
川
（
淀
川
水
系
）

で
約
三
億
円
の
河
川
災
害
復
旧
助
成
事
業
が
実
施
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
一
年
の
秋
雨
前
線
及
び
台
風
第
一
七
号
に
よ
る
豪
雨
で
は
、
河
川
・
砂
防
関
係
の
被
害
が
主
で
あ
っ
た
。
河
川

で
は
二
級
河
川
千
種
川
水
系
の
下
流
部
で
被
害
が
激
甚
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
新
赤
穂
大
橋
付
近
か
ら
支
川
長
谷
川
の
合
流

点
付
近
ま
で
や
、
安
室
川
の
行
頭
橋
ま
で
の
全
区
域
（
改
修
済
み
区
間
除
く
）
の
約
八
割
、
江
川
の
西
河
内
川
等
三
支
川
を
含
む

ほ
と
ん
ど
全
区
域
が
災
害
復
旧
助
成
事
業
と
し
て
採
択
さ
れ
、
そ
の
事
業
費
は
約
一
九
八
億
円
に
上
っ
た
。
ま
た
、
県
管
理
河

川
の
災
害
関
連
事
業
と
し
て
は
、
矢
野
川
等
七
河
川
の
総
延
長
八
二
〇
七
メ
ー
ト
ル
、
普
通
河
川
に
つ
い
て
は
大
木
谷
川
等
八

河
川
の
総
延
長
七
七
二
四
メ
ー
ト
ル
が
採
択
さ
れ
た
。

　
宍し

粟そ
う
郡
一
宮
町
（
現
宍
粟
市
）
の
福
地
地
区
で
は
大
規
模
な
地
す
べ
り
（
長
さ
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
）
が
発
生

し
、
全
壊
四
〇
戸
、
小
学
校
の
埋
没
等
の
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
被
災
面
積
が
約
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及
ぶ
こ
の
巨

大
地
す
べ
り
に
対
し
て
は
、
地
す
べ
り
上
部
滑
落
部
の
拡
大
防
止
と
法
面
安
定
に
つ
い
て
は
緊
急
治
山
事
業
及
び
治
山
激
特
災

害
対
策
特
別
緊
急
事
業
（
以
下
、
激
特
事
業
）
に
よ
り
、
下
部
崩
積
土
部
分
の
二
次
す
べ
り
防
止
に
つ
い
て
は
地
す
べ
り
激
特
事

業
に
よ
り
対
処
し
た
。
地
す
べ
り
対
策
事
業
区
域
の
中
で
は
、
文
部
省
、
厚
生
省
関
係
災
害
復
旧
事
業
等
も
並
行
し
て
実
施
さ
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れ
た
た
め
、
復
旧
内
容
は
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
四
十
九
年
の
台
風
第
八
号
、
第
一
六
号
に
お
い
て
も
、
大
津
茂
川
他
計
九
河
川
で

約
一
一
七
億
円
の
河
川
災
害
復
旧
助
成
事
業
が
行
わ
れ
た
。

治
山
治
水
事
業

の
計
画
的
実
施

ま
ず
、
治
山
治
水
事
業
ご
と
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
国
で
は
、

昭
和
二
十
八
年
に
「
治
山
治
水
緊
急
対
策
要
綱
」
を
策
定
し
た
も
の
の
、

当
時
の
財
政
事
情
か
ら
閣
議
決
定
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
後
、
昭
和
三
十
四
年

の
伊
勢
湾
台
風
を
契
機
と
し
て
、
三
十
五
年
に
は
「
治
山
治
水
緊
急
措
置
法
」
が
制
定
さ

れ
、初
め
て
法
律
に
基
づ
く
治
山
治
水
事
業
の
長
期
計
画（
一
〇
カ
年
計
画
又
は
五
カ
年
計
画
）

が
策
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
治
山
治
水
事
業
の
範
囲
は
、
①
治
山
事
業
は
、
森
林
法

に
よ
る
保
安
施
設
事
業
（
水
源
の
か
ん
養
、
土
砂
の
流
出
防
止
、
土
砂
の
崩
壊
の
防
止
、
飛
砂
の

防
備
、
風
水
害
の
防
備
）
や
、
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
に
お
け
る
地
す
べ
り
等
防
止
法

に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
ま
た
は
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
に
関
す
る
事
業
、
②
治
水
事
業
は
、
河

川
法
上
の
河
川
及
び
準
河
川
の
改
修
、
維
持
補
修
の
事
業
（
ダ
ム
の
建
設
を
含
む
）、
砂
防

法
に
よ
る
砂
防
事
業
、
地
す
べ
り
等
防
止
法
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
ま
た
は
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
に
関
す
る
事
業
な
ど
と
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
災
害
復
旧
事
業
や
災
害
関
連
事
業
は
、
別
途
、
優
先
的
に
予
算
措
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
治
山
治
水
事

業
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
昭
和
四
十
年
代
に
入
り
、
三
十
年
代
か
ら
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
都
市
へ
の
人
口
集
中
や
工
業
の
発
展
な
ど
に
よ
る
河
川

写真 76　昭和 51 年災害の山地崩壊（左）と治山工事（右）
（宍粟郡一宮町）
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流
域
の
開
発
に
よ
り
保
水
・
遊
水
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
と
と
も
に
、
地
盤
沈
下
の
進
行
に
よ
っ
て
河
川
堤
体
の
排
水
不
良

が
発
生
し
、
洪
水
な
ど
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
や
す
い
危
険
な
状
態
に
な
っ
た
。
県
で
は
、
雨
水
を
河
川
等
に
集
め
て
素
早
く

安
全
に
流
す
こ
と
を
基
本
に
治
水
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
河
川
対
策
と
し
て
、
ダ
ム
、
堤
防
の
設
置
、
河
道
の
拡
幅
等

整
備
を
、
下
水
道
対
策
と
し
て
雨
水
を
排
水
す
る
た
め
の
管
渠
の
整
備
を
進
め
た
。
ま
た
、
緊
急
時
に
備
え
た
無
線
施
設
の
整

備
な
ど
も
図
ら
れ
た
。

　
な
お
、
海
岸
事
業
は
治
山
治
水
事
業
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
農
林
省
、
運
輸
省
、
建
設
省
の
三
省
間
で
港
湾
、
臨
海
埋

立
等
の
諸
事
業
と
調
整
を
図
り
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
昭
和
三
十
一
年
の
海
岸
法
に
基
づ
き
、
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る

整
備
を
中
心
に
海
岸
管
理
が
行
わ
れ
た
他
、
高
潮
災
害
事
業
も
進
め
ら
れ
た
。

治
水

対
策

治
水
対
策
の
歴
史
と
し
て
、
戦
後
の
復
興
発
展
の
た
め
、
貯
水
池
方

式
に
よ
る
大
規
模
な
水
力
発
電
事
業
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
新
た
な
水

利
使
用
が
生
じ
、
洪
水
調
整
と
利
水
を
兼
ね
る
多
目
的
ダ
ム
に
よ
る
新
し
い
方

式
の
治
水
、
利
水
の
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
昭
和
三
十
九
年
に
新

河
川
法
が
公
布
さ
れ
た
。
新
河
川
法
の
制
定
を
受
け
て
、
本
県
に
お
い
て
も
昭

和
四
十
年
と
四
十
一
年
に
多
く
の
河
川
が
指
定
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
七
年
に
は

河
川
法
の
改
正
に
よ
り
、
住
民
の
生
活
に
密
着
し
た
小
河
川
は
、
市
町
村
長
に

よ
り
適
正
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
時
期
に
治
水
事
業
と
し
て
整
備
が
完
了
し
た
ダ
ム
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

写真 77　生野ダム
型式：重力式コンクリート
事業期間：1963 ～ 1972 年
堤高：56.5 ｍ流域面積：49㎢
堤頂長：220 ｍ総貯水容量：1800 万㎥
� （「ダム便覧」より作成）
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生
野
ダ
ム
は
、
生
野
町
（
現
朝
来
市
）
の
市
川
水
系
市
川
に
建
設
さ
れ
た
治
水
・

利
水
（
水
道
用
水
・
工
業
用
水
）
ダ
ム
で
あ
る
。
姫
路
市
を
中
心
と
す
る
急
激
な

人
口
増
加
と
播
磨
工
業
整
備
特
別
地
域
の
指
定
に
伴
う
都
市
用
水
の
需
要
に
対

応
す
る
と
と
も
に
、
市
川
沿
い
の
地
域
を
洪
水
か
ら
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

多
目
的
ダ
ム
と
し
て
昭
和
四
十
七
年
度
に
完
成
し
た
。
総
貯
水
容
量
の
一
八
〇

〇
万
立
方
メ
ー
ト
ル
は
、
昭
和
三
十
二
年
度
に
県
内
で
初
め
て
完
成
し
た
引
原

ダ
ム
に
次
ぐ
二
番
目
の
規
模
で
あ
っ
た
。

　
菅
生
ダ
ム
は
、
夢
前
町
（
現
姫
路
市
）
の
夢
前
川
水
系
菅
生
川
に
建
設
さ
れ
た

治
水
ダ
ム
で
あ
る
。
播
磨
工
業
地
帯
の
背
後
地
と
し
て
急
速
に
宅
地
化
が
進
ん

だ
菅
生
川
沿
川
の
洪
水
対
策
と
菅
生
川
の
既
得
水
利
に
対
す
る
水
の
補
給
等
を
目
的
と
し
た
治
水
ダ
ム
と
し
て
、
昭
和
五
十
三

年
度
に
完
成
し
た
。

高
潮
災

害
対
策

高
潮
と
は
、
台
風
や
発
達
し
た
低
気
圧
な
ど
に
伴
い
、
気
圧
が
下
が
り
海
面
が
吸
い
上
げ
ら
れ
る
効
果
と
強
風
に
よ

り
海
水
が
海
岸
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
る
効
果
に
よ
り
、
海
面
が
異
常
に
上
昇
す
る
現
象
で
あ
る
。
高
波
が
加
わ
る
と
、

更
に
海
面
が
上
昇
す
る
。
高
潮
で
海
水
が
海
岸
堤
防
等
を
越
え
る
と
、
海
水
が
猛
烈
な
勢
い
で
流
れ
込
ん
で
来
る
た
め
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
す
。
海
抜
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
を
抱
え
る
本
県
で
も
度
々
高
潮
災
害
が
発
生
し
て
お
り
（
表
26
）、
早
く
か
ら
対
策
が

講
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
県
内
で
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
ジ
ェ
ー
ン
台
風
災
害
を
契
機
に
尼
崎
地
域
で
高
潮
対
策
施
設
の
建
設
が
始
ま
り
、
三
十
六
年

写真 78　菅生ダム
型式：重力式コンクリート
事業期間：1970 ～ 1978 年、
　　　　　改良 2005 ～ 2010 年
堤高：55.7 ｍ流域面積：8.7㎢
堤頂長：157 ｍ総貯水容量：195 万㎥
� （「ダム便覧」より作成）
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第
二
室
戸
台
風
や
四
十
年
台
風
第
二
三
号
の
後
、
四
十
三
年
度
か
ら
播
磨

高
潮
対
策
事
業
に
着
手
し
た
。
こ
の
事
業
で
は
、
明
石
川
河
口
の
高
潮
堤

防
高
を
、
朔
望
平
均
満
潮
位
（
朔
（
新
月
）
及
び
望
（
満
月
）
の
日
か
ら
五
日

以
内
に
現
れ
る
各
月
の
最
高
満
潮
面
の
平
均
値
。
東
京
湾
平
均
海
面T.P.

＋
〇
・

七
メ
ー
ト
ル
）
に
、
昭
和
四
十
年
九
月
十
日
に
発
生
し
た
播
磨
灘
で
の
既

往
最
大
の
偏
差
（
二
・
三
メ
ー
ト
ル
）
及
び
波
高
（
波
の
影
響
を
考
慮
し
た
高

さ
：
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
）
を
加
え
て
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
に
設
定
し
た
。
な
お
、

都
市
部
を
は
じ
め
と
し
て
背
後
に
住
宅
地
や
県
民
の
財
産
が
集
中
し
て
い

る
海
岸
を
高
潮
か
ら
防
護
す
べ
き
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
、
県
の

沿
岸
域
で
高
潮
対
策
施
設
の
整
備
を
進
め
て
き
た
。

治
山

対
策

兵
庫
県
は
、
中
央
部
に
中
国
山
地
が
東
西
に
走
り
、
地
形
は
急

峻
で
、
瀬
戸
内
海
側
と
日
本
海
側
と
は
そ
れ
ぞ
れ
地
質
等
立
地

条
件
を
異
に
し
、
台
風
あ
る
い
は
異
常
気
象
等
に
よ
っ
て
地
域
的
に
集
中

豪
雨
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
や
す
い
。
森
林
の
利
用
開
発
の
増
加
に
伴
い
、

毎
年
の
よ
う
に
山
地
の
崩
壊
や
地
す
べ
り
等
が
発
生
し
、
人
的
・
物
的
被
害
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
被
害
を
防
止
す
る
た

め
治
山
事
業
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
時
期
の
治
山
事
業
は
、
森
林
法
、
治
山
治
水
緊
急
措
置
法
、
離
島
振
興
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
。
主
な
事
業
と
し

表 26　昭和 54 年までの主な高潮災害

発生年月日 台風名
潮位偏差（cm） 被害

神戸 洲本 姫路 死傷者数
（人）

床上浸水
（人）

昭和25年9月3日
　　26年10月15日
　　29年9月26日
　　35年8月29日
　　36年9月16日
　　39年9月25日
　　40年9月10日
　　54年9月30日

ジェーン
ルース
洞爺丸
16号
第2室戸
20号
23号
16号

147
115
122
108
193
168
190
111

119
83
66
74
187
98
125
114

95
142
150
114
121
153
210
86

945
44
96
97
144
94
801
8

27,772
1,492
1,070
3,898
＊8,973
6,423

＊15,822
1,812

（注）�潮位偏差とは、高潮時潮位と平常時潮位の差であり、これが大きいほど高
潮の規模が大きい。� �
被害は、風水害によるものを含んだ兵庫県内のものである。� �
床上浸水戸数に＊がついた数値は世帯数である。

� （「兵庫県CGハザードマップ」より作成）
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て
は
、
①
復
旧
治
山
、
②
予
防
治
山
、
③
緊
急
治
山
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
の
復
旧
治
山
は
、
天
然
現
象
等
に
よ
っ
て
発
生
し
た

崩
壊
地
、
荒
廃
渓
流
、
は
げ
山
等
で
、
現
に
下
流
に
被
害
を
与
え
、
ま
た
は
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
流
域
保
全
上
重
要
な
も

の
な
ど
に
つ
い
て
施
行
す
る
も
の
、
②
の
予
防
治
山
は
、
天
然
現
象
等
に
起
因
す
る
崩
壊
の
可
能
性
濃
厚
な
山
地
又
は
荒
廃
移

行
地
で
、
下
流
に
被
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
流
域
保
全
上
重
要
な
も
の
な
ど
に
つ
い
て
施
行
す
る
も
の
、
③
の
緊
急
治

山
は
、
風
水
害
等
に
よ
り
発
生
又
は
拡
大
し
た
荒
廃
山
地
で
生
産
土
砂
が
山
腹
下
部
に
堆
積
し
、
又
は
荒
廃
拡
大
の
お
そ
れ
が

濃
厚
で
、
次
期
出
水
に
よ
り
容
易
に
下
流
に
流
下
し
、
著
し
い
被
害
を
与
え
る
も

の
な
ど
に
つ
い
て
、
発
生
年
度
に
お
い
て
直
ち
に
復
旧
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
昭
和
四
十
八
年
か
ら
五
十
一
年
に
か
け
て
は
毎
年
の
よ
う
に
豪
雨
災
害

が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
五
十
三
年
に
山
地
に
起
因
す
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
、

集
落
保
全
総
合
治
山
事
業
が
予
防
治
山
の
ひ
と
つ
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
県
内
で

は
神
戸
市
北
区
山
田
町
下
谷
上
地
区
で
実
施
さ
れ
、
こ
れ
が
、
兵
庫
県
に
お
け
る

総
合
治
山
事
業
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

土
砂
災

害
対
策

兵
庫
県
は
山
地
が
県
土
の
七
割
を
占
め
、
梅
雨
や
台
風
期
に
は
県
民

の
尊
い
生
命
や
貴
重
な
財
産
を
奪
う
土
砂
災
害
が
発
生
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
①
渓
流
の
土
石
が
水
と
一
体
に
な
っ
て
一
気
に
流
出
す
る
「
土
石
流

（
砂
防
）」
へ
の
対
策
や
、
②
地
下
水
の
作
用
に
よ
り
地
面
全
体
が
ゆ
っ
く
り
と
す

べ
り
出
す
「
地
す
べ
り
」
へ
の
対
策
、
③
急
な
斜
面
が
崩
壊
す
る
「
急
傾
斜
地
崩

写真 79　昭和 42 年７月豪雨による山地崩壊（左）と
崩壊防止工事（右）（神戸市葺合区市ヶ原）
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壊
」
へ
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
土
石
流
（
砂
防
）
対
策
事
業
は
、
砂
防
堰
提
な
ど
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
土
石
流
を
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
荒
廃
し

た
山
地
か
ら
の
土
砂
の
流
出
を
調
節
す
る
こ
と
で
、
下
流
域
へ
の
土
砂
災
害
を
防
止
す
る
も
の
で
、
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）

年
に
制
定
さ
れ
た
「
砂
防
法
」
に
基
づ
き
、
治
水
や
森
林
の
維
持
造
成
の
た
め
の
砂
防
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

　
地
す
べ
り
対
策
事
業
は
、地
す
べ
り
活
動
の
誘
因
と
な
る
地
下
水
を
区
域
外
へ
排
除
す
る
な
ど
の
抑
制
工
（
集
水
井
、集
水
ボ
ー

リ
ン
グ
）
や
、
地
す
べ
り
の
動
き
を
直
接
抑
え
る
抑
止
工
（
杭
工
、
ア
ン
カ
ー
工
）
を
、
昭
和
三
十
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
地
す

べ
り
等
防
止
法
」
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
。

　
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
は
、
が
け
崩
れ
か
ら
人
命
を
守
る
た
め
、
斜
面
の
地
形
・
地
質
等
の
現
場
条
件
に
応
じ
て
、
擁
壁

工
や
法
枠
工
等
の
対
策
工
事
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
昭
和
四
十
二
年
七
月
豪
雨
を
機
に
、同
年
九
月
に
「
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策

事
業
実
施
要
領
」
が
、
そ
し
て
、
四
十
四
年
七
月
に
は
「
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ

れ
、
法
に
基
づ
く
県
内
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
や
崩
壊
防
止
工
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兵
庫
県
で
初
め

て
の
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
は
神
戸
市
明
泉
寺
地
区
ほ
か
三
カ
所
で
、
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

二
　
水
需
給
計
画
と
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業
の
展
開

水
資
源
確
保

へ
の
取
組

昭
和
四
十
年
代
前
半
に
お
け
る
瀬
戸
内
臨
海
部
の
産
業
の
発
展
や
都
市
化
の
進
行
に
よ
り
、
本
県
で
は
、
水

需
要
の
著
し
い
増
大
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
水
源
の
開
発
や
水
道
施
設
の
整
備
な
ど
、
水
資
源
の
確
保

に
向
け
た
取
組
が
進
め
ら
れ
た
。
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水
資
源
の
開
発
に
関
し
て
は
、
昭
和
四
十
一
年
八
月
策
定
の
「
県
勢
振
興
計
画
」

に
お
い
て
、
地
下
水
源
が
既
に
限
界
に
あ
る
地
域
が
多
く
、
河
川
へ
の
依
存
度
は
ま

す
ま
す
高
く
な
る
と
想
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
河
川
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
用

水
等
を
確
保
し
な
が
ら
同
時
に
上
水
道
用
水
と
工
業
用
水
の
需
要
を
安
定
的
に
充
足

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
農
業
水
利
施
設
の
改
良
に
よ
る
水
利
慣
行
の
近
代
化
や

上
水
道
供
給
の
広
域
化
、
工
業
用
水
の
回
収
水
利
用
の
促
進
等
に
よ
り
水
利

用
の
効
率
を
高
め
、
各
種
用
水
間
の
需
給
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
河
川
の
流
況
の
安
定
化
な
ど
積
極
的
に
水
資
源
を
開
発
し
て
、

河
川
水
供
給
量
の
増
大
を
図
る
と
と
も
に
、
琵
琶
湖
、
淀
川
総
合
開
発
の
一

環
と
し
て
、
京
都
府
の
高
山
ダ
ム
（
日
量
四
三
万
二
〇
〇
〇
ト
ン
）、
三
重
県

の
青
蓮
寺
ダ
ム（
一
九
万
八
〇
〇
〇
ト
ン
）、大
阪
府
の
正
連
寺
川
利
水
事
業（
七

三
万
ト
ン
）
や
、加
古
川
平
荘
ダ
ム
（
二
〇
万
ト
ン
）、生
野
ダ
ム
（
一
七
万
ト
ン
）

な
ど
の
事
業
の
推
進
が
図
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ら
に
基
づ
き
各
種
事
業
が
推
進
さ
れ
た
が
、
昭
和
四
十
年
代
の
後
半

に
は
、
特
に
阪
神
、
播
磨
地
域
の
急
速
な
産
業
の
発
展
に
よ
り
工
業
用
水
の

需
要
が
著
し
く
増
大
し
、
生
活
用
水
も
都
市
化
の
進
行
に
よ
り
需
給
の
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
状
況
に
な
っ
た
。
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そ
こ
で
、
県
の
新
た
な
総
合
計
画
で
あ
る
「
二
一
世
紀
へ
の
生

活
文
化
社
会
計
画
」（
昭
和
五
十
年
三
月
策
定
）
と
整
合
し
た
「
水

需
給
計
画
」
を
同
年
策
定
し
、
昭
和
六
十
年
を
目
標
年
と
し
て
水

資
源
対
策
を
総
合
的
・
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。
水
需

給
計
画
に
よ
る
と
、
昭
和
六
十
年
の
水
需
要
量
は
生
活
用
水
が
日

量
三
七
〇
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
工
業
用
水
が
日
量
三
五
二
万
立
方

メ
ー
ト
ル
で
都
市
用
水
の
合
計
は
七
二
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
と
四

十
七
年
に
比
べ
一
・
七
倍
と
大
幅
に
増
加
す
る
見
込
み
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
水
資
源
対
策
と
し
て
、
①
節
水
な
ど
の
水
需
要
の
抑

制
や
下
水
処
理
水
の
再
生
利
用
な
ど
の
水
利
用
の
合
理
化
、
②
河

川
の
開
発
利
用
や
森
林
の
保
護
育
成
、
地
下
水
の
保
全
と
適
正
利

用
な
ど
の
水
資
源
開
発
の
促
進
、
③
広
域
的
な
水
源
開
発
と
供
給

体
制
の
確
立
や
広
域
利
水
な
ど
の
水
の
広
域
的
運
用
を
図
る
こ
と

と
し
た
。

広
域
的
水
道
用
水

供
給
事
業
の
展
開

昭
和
四
十
年
代
前
半
に
水
需
要
の
著
し
い
増

大
が
み
ら
れ
る
中
で
、
個
々
の
市
町
で
は
水

源
開
発
が
困
難
な
こ
と
や
、
重
複
投
資
を
避
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

表 27　広域水道用水供給事業

区分
水道名 事業主体 給水対象区域 予定水源 給水量 予定工期 備考

阪神水道
（阪神臨海）

阪神水道
企業団

尼崎市、西宮市、芦屋市、
神戸市� （4市）

淀川

　（長柄、高山、正蓮寺、
青蓮寺、他 ）

� ㎥ /d
上水
　968,000

� 年度
S12 〜 16
23 〜 25
25 〜 31
33 〜 39
39 〜 46

昭和11年
7月21日創設

猪名川
広域水道
（猪名川流域）

県
（企業庁）

猪名川町、川西市、伊丹市、
宝塚市、尼崎市�（4市1町）

猪名川
　（一庫ダム）

上水
　164,100 46 〜 50 46年4月公営企業開始

東播広域水道
（東播地区）

県
（企業庁）

神戸市、加古川市、小野市、
高砂市、三木市、三田市、
明石市、稲美町、播磨町、
東条町、滝野町、社町、
吉川町、志方町�（7市7町）

加古川
東播用水

　（呑吐ダム、大川瀬ダム、
川代ダム ）

上水
　277,000 47 〜 53 47年4月公営企業開始

西播広域水道
（中播地区）
第1期

県
（企業庁）

姫路市、香寺町、市川町、
福崎町、夢前町、太子町
� （1市5町）

市川

　（神谷ダム、黒川ダム、
長池 ） 上水

　224,000 48 〜 53 48年4月公営企業開始

� （『兵庫県の水資源対策ノート』より引用）
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県
で
広
域
的
に
水
道
用
水
供
給
事
業
を
実
施
す
る
よ
う
関
係
市
町
か
ら
強
い
要
請
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
県
は
、
市
町
の
行

政
区
域
を
越
え
て
広
域
的
に
水
資
源
を
確
保
し
、
各
市
町
な
ど
の
水
道
事
業
者
に
、
豊
富
、
低
廉
な
水
道
水
を
安
定
的
に
供
給

す
る
た
め
、
阪
神
・
播
磨
地
域
の
一
三
市
一
二
町
の
市
町
営
水
道
に
対
し
用
水
供
給
を
行
う
こ
と
と
し
て
事
業
を
開
始
し
た
。

具
体
的
に
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
の
猪
名
川
広
域
水
道
事
業
を
皮
切
り
に
、
四
十
七
年
度
に
東
播
広
域
水
道
事
業
、
四
十
八
年

度
に
西
播
広
域
水
道
事
業
に
着
手
し
た
。

　
猪
名
川
広
域
水
道
事
業
は
、
阪
神
近
郊
都
市
と
し
て
急
激
な
発
展
を
続
け
、
将
来
に
お
い
て
都
市
用
水
の
不
足
が
見
込
ま
れ

た
猪
名
川
流
域
市
町
（
四
市
一
町
）
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
六
年
に
こ
れ
ら
の
地
域
を
一
体
と
し
た
広
域
的
な
水
道
用
水
供
給

事
業
と
し
て
着
手
し
て
い
る
。
水
資
源
開
発
公
団
（
現
水
資
源
機
構
）
が
施
工
す
る
一
庫
ダ
ム
を
水
源
と
し
て
、
川
西
市
多
田

院
に
多
田
浄
水
場
を
建
設
し
、
一
日
当
た
り
一
六
万
四
一
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
給
水
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。

　
東
播
広
域
水
道
事
業
は
、
臨
海
工
業
地
帯
を
中
心
と
し
て
、
工
業
化
の
進
展
と
都
市
化
の
拡
大
が
著
し
い
東
播
地
域
で
水
需

給
が
逼
迫
し
て
い
る
上
、
新
規
に
市
町
が
自
己
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
広
域
的
な
水
源
開
発

と
供
給
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
計
画
し
た
。
国
営
東
播
用
水
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
呑ど
ん

吐と

ダ
ム
・
川
代
ダ
ム
を
水
源
と
し

て
、
区
域
（
神
戸
市
外
六
市
七
町
）
を
四
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
神
出
浄
水
場
（
神
戸
市
垂
水
区
（
分
区
に
よ
り
現
在
は
西
区
））、
三
田

浄
水
場
（
三
田
市
西
野
上
）、
中
西
条
浄
水
場
（
加
古
川
市
中
西
条
）、
船
木
浄
水
場
（
小
野
市
船
木
）
を
整
備
し
、
一
日
当
た
り
二

七
万
七
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
給
水
す
る
計
画
で
、
昭
和
四
十
七
年
に
事
業
着
手
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
十
三
年
に
県
が

施
工
す
る
青
野
ダ
ム
を
水
源
と
し
て
、三
田
浄
水
場
で
浄
水
処
理
を
行
い
、神
戸
市
北
神
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
、三
田
市
北
摂
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
に
一
日
当
た
り
八
万
五
六
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
給
水
す
る
計
画
を
追
加
し
、
計
画
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
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西
播
広
域
水
道
事
業
は
、
播
磨
工
業
地
帯
の
中
枢
部
を
形
成
し
飛
躍
的
な
発
展
途
上
に
あ
っ
た
、
姫
路
市
を
中
心
と
す
る
臨

海
部
や
、
中
国
縦
貫
自
動
車
道
、
播
但
連
絡
道
路
の
建
設
に
よ
り
福
崎
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
中
心
と
し
て
、
大
規
模
な
宅

地
開
発
や
工
業
団
地
の
建
設
計
画
が
進
め
ら
れ
、
都
市
用
水
の
需
要
が
驚
異
的
に
増
大
し
た
内
陸
部
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十

八
年
に
こ
れ
ら
の
地
域
を
一
体
と
し
た
広
域
的
な
水
道
用
水
供
給
事
業
と
し
て
着
手
し
た
。
関
西
電
力
が
施
工
す
る
黒
川
ダ

ム
、
県
企
業
局
が
施
工
す
る
神
谷
ダ
ム
及
び
長
池
を
水
源
と
し
て
、
一
日
当
た
り
二
二
万
四
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
給
水

す
る
計
画
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
こ
の
時
期
に
水
源
と
し
て
整
備
が
完
了
し
た
ダ
ム
を
み
る
。

　
黒
川
ダ
ム
は
、
朝
来
郡
（
現
朝
来
市
）
の
市
川
本
川
に
関
西
電
力
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
発
電
・
利
水
（
水
道
用
水
・
工
業
用
水
）

ダ
ム
で
あ
る
。
国
内
最
大
の
揚
水
発
電
所
（
比
較
的
電
気
供
給
に
余
裕
の
あ
る
夜
間
の
電
力
で
水
を
上
部
ダ
ム
に
く
み
上
げ
て
お
き
、

電
力
使
用
量
の
多
い
昼
間
に
そ
の
水
を
下
部
ダ
ム
に
落
と
し
て
発
電
す
る
方
式
）
で
あ
る
。
関
西
電
力
の
奥
多
々
良
木
発
電
所
（
循
環

式
純
揚
水
発
電
）
の
上
部
池
に
あ
っ
て
、昭
和
四
十
九
年
に
整
備
が
完
了
し
た
。
水
道
用
水
と
し
て
一
日
当
た
り
三
万
立
方
メ
ー

ト
ル
を
姫
路
市
船
津
町
地
先
で
取
水
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
五
十
四
年
十
月
に
は
、
五
十
二
年
の
水
道
法
の
改
正
を
受
け
て
策
定
さ
れ
た
「
瀬
戸
内
東
南
部
地
域
広
域
的
水
道
整
備

計
画
」
に
基
づ
き
、
猪
名
川
広
域
水
道
、
西
播
広
域
水
道
、
東
播
広
域
水
道
の
三
事
業
の
統
合
認
可
を
得
て
兵
庫
県
水
道
用
水

供
給
事
業
と
し
、
全
施
設
完
了
時
に
は
一
日
最
大
七
八
万
九
九
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
源
を
開
発
す
る
計
画
と
な
っ
た
。

　
瀬
戸
内
東
南
部
地
域
内
の
昭
和
五
十
一
年
度
末
に
お
け
る
水
道
施
設
数
は
、
上
水
道
三
七
、
簡
易
水
道
一
五
三
、
水
道
用
水

供
給
事
業
五
、
計
一
九
五
施
設
で
あ
っ
た
が
、
各
市
町
に
お
い
て
は
簡
易
水
道
を
そ
れ
ぞ
れ
上
水
道
へ
統
合
し
、
県
営
広
域
水

第一編　高度経済成長とひずみ

254



道
に
つ
い
て
は
三
広
域
水
道
の
一
体
化
を
図
っ
た
。
そ
の
結
果
、
目
標
年
次
で
あ
る
昭
和
六
十
年
度
に
お
い
て
、
上
水
道
三
〇
、

簡
易
水
道
九
、
水
道
用
水
供
給
事
業
三
、
計
四
二
施
設
に
再
編
さ
れ
た
。

三
　
流
域
下
水
道
事
業
の
推
進

　
兵
庫
県
に
お
け
る
公
共
下
水
道
事
業
（
主
と
し
て
市
街
地
に
お
け
る
下
水
を
排
除
ま
た
は
処
理
す
る
た
め
に
市
町
が
管
理
す
る
下
水
道

で
、
終
末
処
理
場
を
有
す
る
も
の
、
ま
た
は
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
も
の
）
は
、
明
治
後
期
か
ら
神
戸
市
及
び
明
石
市
に
お
い
て
着

手
さ
れ
た
こ
と
を
始
め
と
し
、
昭
和
に
入
っ
て
芦
屋
市
・
姫
路
市
・
西
宮
市
・
高
砂
市
な
ど
阪
神
、
播
磨
南
部
の
諸
都
市
に
お

い
て
順
次
進
め
ら
れ
て
き
た
。
当
時
、
我
が
国
の
公
共
下
水
道
は
欧
米
先
進
国
に
比
べ
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
本
県
に
お

い
て
も
、
昭
和
五
十
四
年
末
で
二
一
市
七
〇
町
の
う
ち
、
事
業
着
手
は
但
馬
・
丹
波
地
域
に
も
及
ぶ
一
九
市
七
町
と
な
っ
た
が
、

全
県
で
み
る
と
四
分
の
一
程
度
で
、
未
着
手
は
ほ
と
ん
ど
が
町
で
あ
っ
た
。
県
内
全
体
の
普
及
率
は
、
三
九
％
で
あ
り
、
こ
れ

は
神
戸
市
の
八
五
％
を
除
く
と
二
二
％
と
全
国
平
均
の
二
九
％
を
下
回
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
国
の

新
経
済
社
会
七
カ
年
計
画
に
基
づ
く
第
五
次
下
水
道
整
備
五
カ
年
計
画
を
踏
ま
え
な
が
ら
事
業
を
推
進
し
た
。

　
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
に
下
水
道
法
が
改
正
さ
れ
、
都
道
府
県
に
よ
る
流
域
下
水
道
事
業
等
が
新
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
四

十
六
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
三
次
下
水
道
整
備
五
カ
年
計
画
が
策
定
さ
れ
、
流
域
下
水
道
の
整
備
促
進
等
を
重
点
的
に
実
施

す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
た
。
流
域
下
水
道
と
は
、
二
以
上
の
市
町
村
区
域
の
下
水
を
排
除
・
処
理
す
る
下
水
道
で
あ
る
（
幹
線

管
き
ょ
、
中
継
ポ
ン
プ
場
、
終
末
処
理
場
）。
県
は
、
下
水
道
の
使
命
で
あ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
と
都
市
環
境
及
び
居
住
環

境
の
整
備
を
よ
り
効
果
的
に
行
う
た
め
、
こ
の
時
代
に
整
備
着
手
す
る
猪
名
川
、
武
庫
川
（
上
流
・
下
流
処
理
区
）、
加
古
川
（
上
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流
処
理
区
）、
揖
保
川
の
各
流
域
下
水
道

の
ほ
か
、
当
時
計
画
中
の
加
古
川
（
下

流
処
理
区
）
か
ら
な
る
四
流
域
六
処
理

区
を
整
備
す
る
計
画
を
立
案
し
た
。
以

下
、
こ
の
時
代
の
整
備
状
況
を
見
る
。

　
猪
名
川
流
域
下
水
道
は
、
昭
和
四
十

一
年
、兵
庫
県
二
市
（
伊
丹
市
、川
西
市
）

及
び
大
阪
府
三
市
（
豊
中
市
、
池
田
市
、

箕
面
市
）
を
処
理
区
域
と
す
る
広
域
下

水
道
と
し
て
都
市
計
画
事
業
の
認
可
を
受
け
、
関
係
市
に
よ
り
着
手
さ

れ
た
。
昭
和
四
十
三
年
の
建
設
省
都
市
局
長
通
達
で
、
都
道
府
県
が
流

域
下
水
道
の
事
業
主
体
と
な
る
方
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
同
年
、

事
業
主
体
が
伊
丹
市
、
豊
中
市
か
ら
兵
庫
県
及
び
大
阪
府
に
移
り
、
全

国
で
も
例
の
な
い
二
府
県
に
ま
た
が
る
流
域
下
水
道
と
し
て
共
同
で
事

業
が
実
施
さ
れ
た
。
兵
庫
県
側
が
猪
名
川
右
岸
流
域
下
水
道
、
大
阪
府

側
が
猪
名
川
左
岸
流
域
下
水
道
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
通
称
猪
名
川
流
域

下
水
道
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
四
十
四
年
に
池
田
市
、
箕

写真 80　猪名川流域下水道原田処理場
（昭和 46 年）

表 28　流域下水道事業計画（昭和 53 年）の概要

区分 処理
区名 関連都市 排除方式 事業年度 計画面積

（ha）
計画人口
（千人） 備考

猪名川 原田 伊丹市、宝塚市、川西市、
猪名川町（3市1町）

分流式（一
部合流式）

昭和
42 〜 60 5,961.4 625 昭和44年4月一部供用開始

武庫川
上流 神戸市、西宮市、三田市

（3市） 分流式 昭和
53 〜 70 4,525.6 474 昭和53年度事業着手予定

下流 尼崎市、西宮市、伊丹市、
宝塚市（4市）

分流式（一
部合流式）

昭和
44 〜 70 6,391.3 1,013 昭和51年10月一部供用開始

加古川

上流
神戸市、西脇市、三木市、
小野市、加西市、社町、
滝野町（5市2町）

分流式 昭和
51 〜 70 11,910.0 470

昭和57年度末
一部供用開始
予定

下流
加古川市、高砂市、稲美
町、播磨町、志方町
（2市3町）

分流式 昭和
55 〜 70 8,480.0 414 計画中

揖保川 揖保川
姫路市、龍野市、新宮町、
揖保川町、御津町、太子
町、山崎町（2市5町）

分流式 昭和
53 〜 60 8,678.0 314 昭和53年度事業着手予定

� （『兵庫県の下水道』を参照して作成）
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面
市
、
伊
丹
市
が
流
入
開
始
し
、
そ
の
後
四
十
六
年
に
宝
塚
市
、
猪
名
川
町
、
豊
能
町
が
処
理
区
域
に
加
入
し
、
府
県
及
び
関

係
市
町
が
一
体
と
な
っ
て
原
田
処
理
場
及
び
幹
線
管
き
ょ
の
工
事
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
四
十
九
年
度
に
は
宝
塚
市
、

川
西
市
が
流
入
開
始
し
、
五
十
三
年
度
か
ら
猪
名
川
町
及
び
豊
能
町
内
の
処
理
施
設
建
設
に
着
手
し
た
。

　
武
庫
川
（
上
流
）
流
域
下
水
道
は
、
三
田
市
、
神
戸
市
（
北
部
）
及
び
西
宮
市
（
北
部
）
の
三
市
の
地
区
を
計
画
処
理
区
域
と

し
て
、
既
成
市
街
地
及
び
北
摂
・
北
神
等
の
大
規
模
開
発
に
よ
る
人
口
の
急
激
な
増
加
に
対
処
し
、
流
域
の
水
質
保
全
、
生
活

環
境
の
改
善
を
目
的
に
、
昭
和
五
十
三
年
度
に
事
業
着
手
し
た
。
ま
た
、
放
流
先
の
下
流
で
水
道
原
水
が
取
水
さ
れ
て
い
る
た

め
、
処
理
方
式
は
供
用
開
始
当
初
か
ら
標
準
活
性
汚
泥
法
に
加
え
て
急
速
ろ
過
処
理
を
行
っ
て
い
た
。

　
武
庫
川
（
下
流
）
流
域
下
水
道
は
、
尼
崎
市
、
西
宮
市
、
伊
丹
市
及
び
宝
塚
市
の
四
市
の
地
区
を
計
画
処
理
区
域
と
し
て
、

都
市
部
に
お
け
る
浸
水
被
害
の
防
止
、
生
活
環
境
の
改
善
及
び
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を

目
的
に
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
事
業
着
手
し
た
。
昭
和
五
十
一
年
に
初
め
て
尼
崎
市
が
流
入

を
開
始
し
た
。

　
加
古
川
（
上
流
）
流
域
下
水
道
は
、
神
戸
市
（
北
部
）、
西
脇
市
、
三
木
市
、
小
野
市
、
加

西
市
、
社
町
及
び
滝
野
町
（
以
上
、
現
加
東
市
）
の
五
市
二
町
の
地
区
を
計
画
処
理
区
域
と
し

て
、
都
市
の
健
全
な
発
展
、
生
活
環
境
の
改
善
及
び
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を
目
的
に
昭

和
五
十
一
年
度
に
事
業
着
手
し
た
。
管
き
ょ
の
工
事
は
昭
和
五
十
四
年
度
に
着
手
し
た
。

　
揖
保
川
流
域
下
水
道
は
、
処
理
区
域
内
に
多
数
立
地
す
る
皮
革
工
場
の
排
水
に
よ
り
流
域

内
の
河
川
汚
濁
が
著
し
く
進
行
し
、
水
質
改
善
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
対
策

写真 81　武庫川流域下水道（下流処理区）
（昭和 51 年）
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を
目
的
の
一
つ
と
し
て
計
画
さ
れ
、
当
初
は
姫
路
市
及
び
太
子
町
を
対
象
と
し
て
昭
和
五
十
三
年
に
都
市
計
画
決
定
が
行
わ
れ

た
。

第
五
節
　
人
口
集
中
と
交
通
基
盤
の
整
備

一
　
激
増
す
る
交
通
量
や
輸
送
需
要
へ
の
対
応

　
本
編
の
時
代
に
は
、
鉱
工
業
生
産
や
個
人
消
費
等
の
高
い
伸
び
を
背
景
に
、
国
内
の
輸
送
活
動
は
活
発
な
動
き
を
み
せ
て
い

た
。
こ
れ
を
受
け
、昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
に
策
定
さ
れ
た「
新
全
国
総
合
開
発
計
画
」
や
五
十
二
年
に
策
定
さ
れ
た
「
第

三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
に
基
づ
き
、
全
国
的
に
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。

　
兵
庫
県
で
は
、
高
度
経
済
成
長
下
で
の
年
平
均
五
万
人
以
上
も
の
人
口
増
加
を
背
景
に
、
県
内
の
自
動
車
保
有
台
数

も
大
き
く
増
加
し
て
お
り
、
昭
和
四
十
二
年
の
自
動
車
保
有
台
数
を
基
準
に
す
る
と
、
四
十
七
年
に
二
倍
、
五
十
四
年
に
は

三
倍
を
超
え
る
勢
い
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
道
路
整
備
や
交
通
管
制
な
ど
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
も
整
備
し
て
い
た
も
の
の
、
自
動

車
保
有
台
数
の
増
加
に
は
全
く
追
い
つ
か
ず
、毎
年
多
く
の
交
通
事
故
が
発
生
し
、「
交
通
戦
争
」
と
言
わ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
四
年
か
ら
四
十
六
年
頃
が
事
故
件
数
、
死
者
数
、
負
傷
者
数
と
も
に
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
の
後
は
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト

両
面
の
対
策
に
よ
り
減
少
傾
向
に
は
入
っ
た
も
の
の
、
高
水
準
で
交
通
事
故
件
数
は
推
移
し
た
。
道
路
整
備
の
面
で
は
、
昭
和

四
十
二
年
か
ら
五
十
三
年
の
約
一
〇
年
間
で
高
速
道
路
か
ら
一
般
道
路
ま
で
を
合
わ
せ
た
県
内
の
道
路
延
長
が
一
六
六
〇
キ
ロ
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